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平成３１年４月１日現在  

 商 品 名  流動資産担保融資 

                                                                         

ご 利 用 の  

対 象 と な る 方  

・ 事 業 者 に 対 す る 売 掛 金 ま た は 棚 卸 資 産 を 保 有 す る 中 小 企 業 者 で 、 信 用 保 証 協

会 の 保 証 を 得 ら れ る 方 。  

・ 棚 卸 資 産 を 担 保 と す る 場 合 は 、 法 人 に 限 り ま す 。  

お 使 い み ち  ・ 事 業 資 金 と 致 し ま す 。  

ご 融 資  

（ 保 証 ）  

限 度 額  

・ 保 証 限 度 額 ： ２ 億 ５ 千 万 円 以 内 。  

・ 保 証 割 合  ： ８ ０ ％ （ 割 合 保 証 ） 。  

・ 保 証 形 態 原 則 、 根 保 証 と 致 し ま す 。  

・ 保 証 期 間 ： 根 保 証 ／ １ 年 間 、 個 別 保 証 ／ １ 年 以 内 。  

ご 融 資 利 率  
・ 当 金 庫 所 定 の 利 率 を 適 用 さ せ て い た だ き ま す 。  

・ 別 途 、 保 証 料 が 必 要 で す 。  

ご 返 済 方 法  ・ 根 保 証 ／ 当 座 貸 越 、 個 別 保 証 ／ 手 形 貸 付 と 致 し ま す 。  

保 証 人  
・ 全 て 北 海 道 信 用 保 証 協 会 の 保 証 付 と し ま す 。  

・ 法 人 の 代 表 者 以 外 、 保 証 人 は 不 要 で す 。  

担  保  
・ 申 込 人 の 有 す る 流 動 資 産 の み を 譲 渡 担 保 と し て 徴 求 さ せ て い た だ き ま す 。  

・個 別 保 証 の 場 合 は 、売 掛 債 権 の み を 譲 渡 担 保 と し て 徴 求 さ せ て い た だ き ま す 。 

苦 情 処 理  

措 置 紛 争  

解 決 措 置  

・ 苦 情 処 理 措 置   本 商 品 の 苦 情 等 は 、 当 金 庫 営 業 日 に 、営 業 店 ま た は 総 務 グ ル

ー プ（ 9時 ～ 1 7時 、電 話： 0 1 6 4－ 2 2－ 1 2 1 6）に お 申 し 出 く だ さ

い 。ま た 、全 国 し ん き ん 相 談 所（ 9時 ～ 1 7時 、電 話： 0 3－ 3 5 1 7

－ 5 8 2 5）、北 海 道 地 区 し ん き ん 相 談 所（ 9時 ～ 1 7時 、電 話： 0 1 1

－ 2 2 1－ 3 2 7 3）で も 苦 情 等 の お 申 し 出 を 受 け 付 け て い ま す 。く

わ し く は 、 上 記 総 務 グ ル ー プ へ ご 相 談 く だ さ い 。  

・ 紛 争 解 決 措 置  東 京 弁 護 士 会 （ 電 話 ： 0 3－ 3 5 8 1－ 0 0 3 1） 、 第 一 東 京 弁 護 士 会

（ 電 話 ： 0 3－ 3 5 9 5－ 8 5 8 8） 、 第 二 東 京 弁 護 士 会 （ 電 話 ： 0 3－

3 5 8 1－ 2 2 4 9） の 仲 裁 セ ン タ ー 、 並 び に 札 幌 弁 護 士 会 （ 電 話 ：

0 1 1－ 2 5 1－ 7 7 3 0） の 紛 争 解 決 セ ン タ ー で 紛 争 の 解 決 を 図 る こ

と も 可 能 で す の で 、 利 用 を 希 望 さ れ る お 客 さ ま は 、 当 金 庫 営

業 日 に 上 記 総 務 グ ル ー プ ま た は 全 国 し ん き ん 相 談 所（ 9時 ～ 1 7

時 、 電 話 ： 0 3－ 3 5 1 7－ 5 8 2 5） 、 並 び に 北 海 道 地 区 し ん き ん 相

談 所（ 9時 ～ 1 7時 、電 話： 0 1 1― 2 2 1－ 3 2 7 3）に お 申 し 出 く だ さ

い 。  

ま た 、 お 客 さ ま か ら 、 各 弁 護 士 会 に 直 接 お 申 出 い た だ く こ と

も 可 能 で す 。 な お 、 東 京 の 三 弁 護 士 会 は 、 東 京 都 以 外 の 各 地

の お 客 さ ま に も ご 利 用 い た だ け ま す 。 そ の 際 に は 、 ① お 客 さ

ま の ア ク セ ス に 便 利 な 地 域 の 弁 護 士 会 に お い て 、 東 京 の 弁 護

士 会 と テ レ ビ 会 議 シ ス テ ム 等 を 用 い て 共 同 で 紛 争 を 図 る 方 法

(現 地 調 停 )、 ② 当 該 地 域 の 弁 護 士 会 に 紛 争 を 移 管 し 、 解 決 す

る 方 法 (移 管 調 停 )も あ り ま す 。  

詳 し く は 、 東 京 の 三 弁 護 士 会 、 全 国 し ん き ん 相 談 所 ま た は 当

金 庫 総 務 グ ル ー プ に お 問 合 わ せ 下 さ い 。  

そ  の  他  ・ ご 不 明 の 点 に つ き ま し て は 、 窓 口 へ お 気 軽 に お 問 合 せ 下 さ い 。  

           北 空 知 信 用 金 庫                     貸 -１ ７  


